
地区別バリアフリー基本構想（千葉都心地区）策定業務委託 

企画提案実施要領 

 

１ 趣旨 

   この要領は、「地区別バリアフリー基本構想（千葉都心地区）策定業務委託」を行う

事業者を、プロポーザル（企画提案）方式により選考するための手続きに関し、必要

な事項を定めるものとする。 

 

２ 目的 

   本委託は、平成３０年に改正されたバリアフリー法の反映や、国のバリアフリー基

本方針（整備目標）の見直しなどを踏まえて策定された「千葉市バリアフリーマスタ

ープラン」において、促進地区に位置付けられている千葉都心地区において、重点整

備地区の指定に向け、「地区別バリアフリー基本構想」を策定することを目的とする。 

 

３ 委託概要 

（１）委託名    地区別バリアフリー基本構想（千葉都心地区）策定業務委託 

（２）委託場所   千葉市全域（主に千葉都心地区） 

（３）委託内容   特記仕様書のとおり 

（４）委託期間   契約締結日の翌日から令和６年３月１２日まで 

（５）委託限度額  １５，９６１，０００円（消費税込）を上限とする。 

 

４ 参加資格要件 

以下のすべてに該当する者 

・「令和２・３年度 千葉市測量・コンサルタント入札参加資格者名簿」の登録業者の

うち、「土木関係建設コンサルタント業務（都市計画及び地方計画部門）」に登録さ

れている者 

・「過去３年以内に同種・同規模業務（バリアフリー基本構想）の実績がある」者（*1） 

・地区区分が「市内・準市内」の業者 

・地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４第１項及び第２項に

規定すること及び、以下の項目に該当しない者 

（１）国税、都道府県税及び市町村税の滞納がある者 

（２）手形交換所による取引停止処分を受けてから、２年間を経過しない者 

（３）当該企画提案日前６か月以内に不渡手形又は不渡小切手を出した者 

（４）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）の適用申請をした者で、同法に基づ

く裁判所からの更生手続開始決定がされていない者 

（５）民事再生法（平成１１年法律第２２５号）の適用申請をした者で、同法に基づ

く裁判所からの再生計画認可がなされていない者 

（６）千葉市暴力団排除条例（平成２４年千葉市条例第３６号）第９条に規定する暴



力団員等又は暴力団密接関係者 

（７）公共の安全及び福祉を害する恐れのある団体に所属する者 

（８）千葉市建設工事請負業者等指名停止措置要領（昭和６０年８月１日施行）に基

づく指名停止措置等を参加資格確認申請期限の日から選定結果の通知日までの間

に受けている者 

（９）千葉市内において、都市計画法（昭和４３年法律第１００号）に違反している

者 

 

（*1）：「過去３年以内に同種・同規模業務（バリアフリー基本構想）の実績」とは、

実施要領の公表日から遡った３年間（平成３１年３月１５日～令和４年３月 

１４日）の間に完了した業務委託を対象とし、政令市及び特別区においてバリ

アフリー基本構想の策定に係る業務のことを指す。 

 

５ 応募の手続き 

（１）スケジュール 

事業者選考までの事務手順は次のとおりとする。 

内容 日にち 

実施要領の公表 

質問締切 

質問回答 

参加申込締切 

企画提案受付締切 

選考結果通知、公表 

契約締結 

令和４年３月１５日（火） 

令和４年３月２２日（火） 

令和４年３月２４日（木） 

令和４年３月２５日（金） 

令和４年３月２８日（月） 

令和４年４月 １日（金） 

令和４年４月 ４日（月）頃 

 

（２）質問の受付及び回答 

①質問受付期間 

    令和４年３月２２日（火）１７：００まで 

    ※持参の場合は、９：００～１７：００まで（土日祝日を除く） 

②質問受付方法 

    郵送、FAX、電子メール又は持参 

③質問に必要な書類 

    ・質問書（様式３） 

④質問回答の公表 

    令和４年３月２４日（木）までに市ホームページにて公表します。質問者への個

別の回答は行いません。 

 

 



（３）参加申込、企画提案の受付 

①参加申込、企画提案受付期間 

 ・参加申込※ 

     令和４年３月２５日（金）１７：００まで 

    ・企画提案※ 

     令和４年３月２８日（月）１７：００まで 

    ※持参の場合は、９：００～１７：００まで（土日祝日を除く） 

②企画提案受付方法 

    郵送又は持参 

③参加申込、企画提案に必要な書類 

    ・参加申込書（様式１） 

    ・誓約書（様式２） 

    ・実績が確認できるもの（認定書の写し又は TECRIS登録書など） 

    ・企画提案書（様式４）※任意書式については両面可 

    ・添付書類 

   ④提出部数：５セット（審査員用＋事務局用） 

    ・A４縦ファイル（左側に２穴）に書類を綴ってください。 

    ・ファイルには、表紙及び背表紙に、「応募申込書」、「委託名」を明示し、５セッ

トあることを確認できるように番号を振ってください。 

    ・様式１「参加申込書」は、１部だけ押印したものを用意し、１番目のファイル

に綴じてください。 

    ・様式各号ごとに、インデックスをつけてください。 

 

６ 優先交渉者の選考 

（１）選考方法 

    ①千葉市が設置する選定委員会の審査員が、審査基準に基づいて、提出された企画

提案書等をもとに審査を行い、合計点数が最も高い１者を選定する。なお、採用

の可否については、選定委員会の審査員の配転（1人あたり１００点）の合計に対

して、採点合計が５割を超えるか否かを基準とする。 

   ②企画提案参加申込者が１者であっても、同様の審査を行う。 

   ③選定にかかるテーマ、審査項目及び配点は以下のとおりとする。 

    

（２）評価テーマ 

   「千葉都心地区の特性を踏まえた上での、地区別バリアフリー基本構想の策定に向

けた進め方について」 

   本市では、令和３年３月末に策定した「千葉市バリアフリーマスタープラン」に基

づき、促進地区を２２地区設定した。当促進地区については、地区別バリアフリー基

本構想の策定を順次進めることとし、本年度はモデル地区として位置づけたＪＲ／京



成稲毛地区において、障害者などと共にまち歩き点検ワークショップ（地区ＷＧ）、地

区内の施設設置管理者等と課題等の共有（事業者ＷＧ）、両ＷＧによる意見交換などの

検討を進め、本年度末に策定予定としている。 

翌年度以降においては、促進地区の面積、生活関連施設数及び生活関連経路延長が

市内最大の千葉都心地区を対象に、２か年の協議検討期間を設け、地区内関係者等と

の相互理解を図り、地区別バリアフリー基本構想の策定を進めていく考えである。 

本企画提案においては、「千葉市バリアフリーマスタープラン」の内容を考慮するこ

とはもちろんのこと、重点的かつ一体的なバリアフリー化を効果的に進めるための合

理的な重点整備地区区域設定の考えや、まち歩き点検ワークショップの実施にあたっ

ての具体的なステップ（要調整事項含む）を千葉都心地区の特性を踏まえた上で検討

し、計画策定までに具体的にどのように進めていくべきかの提案を行うこと。 

 

   上記評価テーマに対する企画提案を A3判１枚（両面可）で作成すること。なお、企

画提案書の作成に当たっては、次の資料を参考にすること。（千葉市ホームページから

ダウンロード可能。） 

   ①千葉市バリアフリー基本構想推進協議会資料 

    （https://www.city.chiba.jp/toshi/toshi/kotsu/bariafuri-kyougika.html） 

    

（３）選考基準 

評価項目 

業務実施能力 配点：３０点 

・業務を実施する上で、適切な資格を持った技術者が、適切に配置され、適切な業

務分担がされている 

・バリアフリー基本構想の実績が十分であり、経験が豊富である 

・工程計画が適確に組まれ、効率的な事業実施が期待できる 

企画提案能力（評価テーマに対する提案） 配点：６０点 

・本市の地域ごとの特性・特徴を十分理解した提案である 

・業務内容（特記仕様書を参照）に対して、適切な手法を示した提案である 

・複合的な視点から捉えられた提案である 

・福祉関係団体や地域住民、様々な事業者との連携・調整（ワークショップ等）に

関する進め方について、類似実績や創意工夫のある提案である 

・バリアフリー基本構想、改正バリアフリー法等に関する必要な知識を十分有して

いる 

・資料のまとめ方が、簡潔で分かりやすい 

経費の妥当性 配点：１０点 

・業務の各項目における見積額は妥当な金額となっている 

※合計点数が同点の場合は、採点評価項目のうち、「企画提案能力（評価テーマに対

する提案）」の点数が高い提案者を優先交渉者として選考する。「企画提案能力（評

https://www.city.chiba.jp/toshi/toshi/kotsu/bariafuri-kyougika.html


価テーマに対する提案）」の点数でも同点の場合は、見積額が低い提案者を優先交

渉者として選考する。 

 

（４）選考結果の通知 

   令和４年４月１日（金）に電子メール及び書面にて通知する。 

   ※市ホームページでも選考結果を公表します。 

 

７ 契約 

（１）優先交渉者の決定後は、優先交渉者より改めて見積書を徴収し、詳細な業務の内容 

及び契約条件について、協議・合意した後に、委託限度額の範囲内で随意契約によ 

り契約締結する。なお、協議の結果、企画案の一部が変更となる場合がある。 

（２）前項の交渉が不成立の場合には、市は順次、次点以下の提案者と交渉を行い、予算 

の範囲内で随意契約により契約締結する。 

（３）留意事項 

   ①契約にあたっては、契約書を２通作成し、各１通を保有する。 

   ②契約保証金は要。ただし、千葉市契約規則第２９条に該当する場合は、免除とする。 

   ③著作権等については、仕様書記載のとおりとする。 

（４）守秘義務 

   本業務を遂行する上で知り得た情報については、千葉市の承認を得ることなく第三者 

に漏らしてはならない。 

 

８ 失格事項 

 企画提案参加申込者が次のいずれかに該当すると千葉市が判断した場合は、失格とする。 

 （１）事業者要件を満たさない場合 

 （２）本実施要領を順守しない場合 

 （３）企画提案書等の提出書類の期限を遅延した場合 

 （４）企画提案書等の提出書類に虚偽があった場合 

 （５）企画提案書等の提出書類が仕様書に示された条件に適合しない場合 

 （６）提出された業務経費見積書が委託上限を超過している場合 

 （７）審査の公平性を害する行為があった場合 

 （８）前号までに定めるもののほか、提案にあたって著しく審議の公平性に反する行為

があった場合 

 

９ その他 

（１）本委託に係る予算が議会の議決を得られない場合は、契約手続きを中止する。 

（２）企画提案書類等の作成・提出及びプレゼンテーションに要する費用は、提案者の負

担とする。 

（３）書類提出後の追加及び修正は、原則認めない。また、提出された企画提案書類等、



書類一式の返却はしない。 

（４）採択された企画提案書類の著作権は、千葉市に帰属する。 

（５）提出書類や選考結果（不採用となった団体の名称、審査結果を含む）は、第三者か

ら公文書開示請求があった場合、千葉市情報公開条例（平成１２年４月３日条例第５

２号）の規定に基づき、公にすることにより、当該法人又は個人の権利、競争上の地

位その他正当な利益を害する恐れがあるものを除き、開示の対象とする。ただし、企

画提案書選考期間中は、同条例第７条第１項第５号の規定に基づき、開示の対象とし

ない。 

（６）本企画提案に関連し、知り得た情報については、千葉市の承諾を得ることなく、第

三者に漏らしてはならない。 

 

１０ 問い合わせ先（提出先） 

   千葉市 都市局 都市部 交通政策課（中央コミュニティセンター３階） 

   〒260-8722 千葉市中央区千葉港１番１号 

   電話 043-245-5351 FAX 043-245-5568 

   電子メール kotsu.URU@city.chiba.lg.jp 

   担当 企画班 勝地、大越、矢野 

mailto:kotsu.URU@city.chiba.lg.jp

